
里塚、平岸及び手稲平和霊園管理事務所機械警備業務仕様書 

 

里塚、平岸及び手稲平和霊園管理事務所機械警備業の内容等については、以下の

とおりとし、併せて札幌市（以下「委託者」という。）と本業務を受けるもの（以下

「受託者」という。）との間に必要な事項を定める。 

 

1. 業務の目的 

警備対象物件に係わる火災、盗難、破壊等を早期に発見し、被害の拡大防止等を

図るとともに、施設の運営に寄与することを目的とする。 

 

2. 対象物件 

①  里塚霊園管理事務所    札幌市清田区里塚 468 番地 

             コンクリートブロック造平屋建 延床面積 300 ㎡ 

②  平岸霊園管理事務所    札幌市豊平区平岸 5 条 15 丁目 

 鉄筋コンクリート造平屋建 延床面積 194 ㎡ 

③  手稲平和霊園管理事務所  札幌市西区平和 387 番地 

               木造平屋建 延床面積 181 ㎡ 

3. 業務の内容 

機械警報警備システムによる警備とし、別添設置機器明細表及び警報機器設置案

に掲げる機械警備と同等かそれ以上の設備とする。 

 

4. 業務期間 

令和 6 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日までの 5 年間とする。 

ただし、委託者は、契約を締結する日の属する年度の翌年度以降において、この

契約にかかる歳出予算について削除又は減額があった場合には、この契約を解除す

ることができる。 

 

5. 警備形態 

①  受託者において、警備に必要な機器及び感知器等を設置し、警報機器作動中に感

知される異常の有無を、電話回線又はその他の方法により受託者に自動通報され



るものであること。 

②  警報機器が火災及び不法侵入等の事件事故等を感知した場合は、受託者は、直ち

に現地に職員を派遣し、現場確認をした後、速やかに委託者並びに関係機関に通

報等ができる監視環境であること。 

 

6. 警備時間 

警備時間は、次のとおりとする。 

ただし、業務時間の延長並びに警備時間内外を問わず、業務等により正規な方法

で入退出した場合は、この限りではない。 

①  火災監視機能は、24 時間体制とする。 

②  平日は、里塚及び平岸霊園管理事務所について午後 5 時 15 分から翌日午前 8 時

45 分まで、手稲平和霊園管理事務所について午後 4 時から翌日午前 9 時 15 分ま

でとする。 

なお、平日とは、祝祭日及び年末年始の休日を除く月曜日から金曜日までをいう。 

③  土・日・祝祭日及び年末年始の休日は、午前 8 時 45 分から翌日午前 8 時 45 分ま

での 24 時間とする。 

④  里塚及び手稲平和霊園管理事務所は、以下のとおり、冬季閉所期間を設定してい

るので、この期間は③と同様とする。 

(1) 里塚霊園管理事務所冬季閉所期間    12 月 1 日 ～ 3 月 31 日 

(2) 手稲平和霊園管理事務所冬季閉所期間  10 月 21 日 ～  4 月 20 日 

※  閉所期間初日が日・月曜日の場合は、前土曜日が閉所期間初日となる。 

※  閉所期間最終日が金・土曜日の場合は、翌日曜日が閉所期間最終日となる。 

 

7. 警報機器等の設定と解除 

職員の入退出時における IC カード等電子キーでの所定の操作により、警報機器

等の設定若しくは解除ができるものであること。 

 

8. 警報機器等設備の保守管理 

①  受託者は、警報機器等設備の維持管理上必要な保守点検を適宜実施し、常に万全

を期すこと。 

初日      最終日  



②  警報機器等設備の故障等により異常が確認されたときは、遅滞なく警備上の安全

対策を講ずること。 

③  当該施設に設置した警報機器等設備に業務遂行の支障が生じた場合は、受託者の

責任と負担により改修すること。 

 

9. 機器の棄損・紛失 

前記にかかわらず委託者は、契約期間中、委託者の責に帰すべき事由により受託

者の設置した機器、部品を棄損、紛失せしめた場合は、その実費を受託者に支払う

ものとする。 

 

10. 機器の設置及び撤去 

①  開始に伴う機器等の設置及び契約の終了又は中途解約時における機器等の撤去

に伴う費用は、受託者の負担とする。 

②  受託者は、機器等の設置を行うにあたり、前回の受託業者と連絡調整を行い、機

械警備機器を遅滞なく、円滑に設置するものとする。 

③  受託者は、契約期間の終了、契約の解除又は契約の変更等により、受託者所有の

機械警備機器を全て撤去する必要がある場合、契約の終了にあっては委託期間終

了時に遅滞なく、契約の解除又は契約の変更等にあっては委託者の指定する日ま

でに委託者の承諾のもとに撤去するものとする。機械警備の設置個所について、

設置したことが原因で修繕を要すると委託者が認めた場合は、受託者は受託者の

費用で修繕するものとする。 

④  受託者は、次回の受託業者が機械警備機器を設置するにあたり、その連絡調整を

求めてきた場合は、その受託業者の機械警備機器の迅速かつ円滑な設置について

全面的に協力するものとする。 

 

11. 原状回復の義務 

受託者は、機器設置、修繕又は撤去に係わる工事に伴い、委託者の物件に損害を

与えた場合は、原状に復さなければならない。 

 

12. 必要備品等の購入 



警備機器への接続及び解除に必要な IC カード等電子キーなど本体に含まれない

必要備品等がある場合は、委託者の負担により受託者から購入若しくは借受し、適

切に管理保管する。 

 

13. 報告等の義務 

契約物件に異常事態が発生し、緊急要員を当該物件に急行せしめた場合は、速や

かに委託者に文書をもって報告しなければならない。 

 

14. 環境への配慮 

本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努

めること。また、緊急出動等において、自動車等を使用する場合は、可能な限り環

境負荷の少ない車両を使用し、アイドリング・ストップの実施など環境に配慮した

運転を心がけること。 

 

15. その他 

①  業務の遂行に当たっては、各管理事務所と連絡を密にし、事故等の問題が発生し

た場合は、受託者は必ず委託者に報告し、指示を受けること。 

②  この仕様書に定めのない事項について疑義等が生じた場合は、双方協議のうえ決

定するものとする。 



「夜間のみ常駐」扱い日【事務所開所日（盆、彼岸の指定日を含む）】

「24時間常駐」扱い日【事務所閉所日（冬季閉所期間を含む）】

令和6年(2024年)

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

            30   

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30

                 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

           

令和7年(2025年)

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29

            30 31   

夜間常駐扱い日数 172 日
24時間常駐扱い日数 193 日

計 365 日

里塚霊園・機械警備カレンダー

4月 5月 6月

1月 2月 3月

7月 8月 9月

10月 11月 12月



「夜間のみ常駐」扱い日【事務所開所日（盆、彼岸の指定日を含む）】

「24時間常駐」扱い日【事務所閉所日（冬季閉所期間を含む）】

令和6年(2024年)

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

            30   

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30

                 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

           

令和7年(2025年)

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29

            30 31   

夜間常駐扱い日数 250 日
24時間常駐扱い日数 115 日

計 365 日

10月 11月 12月

1月 2月 3月

平岸霊園・機械警備カレンダー

4月 5月 6月

7月 8月 9月



「夜間のみ常駐」扱い日【事務所開所日（盆、彼岸の指定日を含む）】

「24時間常駐」扱い日【事務所閉所日（冬季閉所期間を含む）】

令和6年(2024年)

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

            30   

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30

                 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

           

令和7年(2025年)

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29

            30 31   

夜間常駐扱い日数 124 日
24時間常駐扱い日数 241 日

計 365 日

手稲平和霊園・機械警備カレンダー

4月 5月 6月

7月 8月 9月

10月 11月 12月

1月 2月 3月


